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※１ 東京圏（東京、埼玉、千葉、神奈川）外および東京圏の条件不利地域※４。
※２ 東京圏在住の23区への通勤者（条件不利地域※４在住者を除く）。
※３ 都道府県による移住希望者等と中小企業等のマッチングを支援する仕組みの構築を別途支援。
※４ 過疎地域自立促進特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法及び小笠原諸島振興開発特別措置法において規定される条件不利地域を有する市町村

（政令指定都市を除く）。

地方※１へ移住
（東京23区在住者又は

23区への通勤者※２が移住）

最大100万円
地方※１での就業等
（地方公共団体がマッチ
ング支援の対象※３とし
た中小企業等に就業又は
テレワークにより移住等)

地方※１での起業
（地域課題解決に資する
社会的事業を起業）

最大300万円 最大200万円

○ 地方へのUIJターンによる起業・就業者の創出等を地方創生推進交付金により支援（2019～）。

地方創生移住支援事業・地方創生起業支援事業

世帯：最大100万円
単身：最大 60万円

移住支援金：最大100万円
＋

起業支援金：最大200万円

移住支援金

起業支援金移住支援金＋起業支援金

起業に要した経費の
1/2最大 200万円

■地方創生移住支援事業
東京圏から地方へ移住して地域企業への
就業や社会的起業等をする移住者に支援
金を支給（移住支援金：最大100万円）

■地方創生起業支援事業
地域の課題に取り組む「社会性」「事業性」
「必要性」の観点をもった起業（社会的起業）
等をする者に支援金を支給
（起業支援金：最大200万円）

東京圏から地方へ移住して社会的事業を起業した
場合には、移住支援金と起業支援金を合わせて
支給可能（最大300万円）

地方創生移住支援事業

地方創生起業支援事業
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（注1）事業対象市町村における活用団体数 1,217市町村／1,563市町村（活用率 77.9％）[2019年度] 1,140市町村／1,563市町村（活用率 72.9％）
（注2）埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の地方公共団体数は条件不利地域を母数とする。

○2020年度は、42道府県が1,217市町村と連携して移住支援事業等を実施。

移住支援事業・起業支援事業を実施する道府県一覧

連携先地方公共団体数
/地方公共団体数(R2)

連携先地方公共団体数
/地方公共団体数(R2)

北海道 ○ 109 / 179 ○ 滋賀県 ○ 9 / 19 -

青森県 ○ 38 / 40 ○ 京都府 ○ 10 / 26 ○

岩手県 ○ 33 / 33 ○ 大阪府 - - -

宮城県 ○ 35 / 35 ○ 兵庫県 ○ 36 / 41 ○

秋田県 ○ 25 / 25 ○ 奈良県 ○ 33 / 39 ○

山形県 ○ 35 / 35 ○ 和歌山県 ○ 30 / 30 ○

福島県 ○ 53 / 59 ○ 鳥取県 ○ 19 / 19 ○

茨城県 ○ 35 / 44 ○ 島根県 ○ 19 / 19 ○

栃木県 ○ 25 / 25 ○ 岡山県 ○ 25 / 27 ○

群馬県 ○ 35 / 35 ○ 広島県 - - -

埼玉県 ○ 9 / 9 ○ 山口県 ○ 19 / 19 ○

千葉県 ○ 9 / 11 ○ 徳島県 ○ 24 / 24 ○

東京都 - - - 香川県 ○ 16 / 17 ○

神奈川県 - - - 愛媛県 ○ 4 / 20 ○

新潟県 ○ 28 / 30 ○ 高知県 ○ 34 / 34 ○

富山県 ○ 15 / 15 ○ 福岡県 ○ 25 / 60 ○

石川県 ○ 19 / 19 ○ 佐賀県 ○ 16 / 20 ○

福井県 ○ 15 / 17 ○ 長崎県 ○ 20 / 21 ○

山梨県 ○ 24 / 27 ○ 熊本県 ○ 45 / 45 ○

長野県 ○ 59 / 77 ○ 大分県 ○ 18 / 18 ○

岐阜県 ○ 42 / 42 ○ 宮崎県 ○ 26 / 26 ○

静岡県 ○ 35 / 35 ○ 鹿児島県 ○ 34 / 43 ○

愛知県 ○ 52 / 54 ○ 沖縄県 - -

三重県 ○ 25 / 29 - 合計 42 道府県 （全自治体連携）20県 40 道府県

起業
支援事業

移住
支援事業

起業
支援事業

移住
支援事業
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地方創生移住支援事業の要件拡充概要
〇 地方へのUIJターンによる起業・就業者の創出等を地方創生推進交付金（地方創生移住支援事業）
により支援しており、現在、42道府県、1,217市町村で実施。

〇 今般の新型コロナウイルス禍により移住機運の高まりがあることなどを踏まえ、若手人材や、専門
人材、テレワーカー等が本事業を活用できるよう制度を拡充。

３．テレワークによる業務継続
東京圏在住の会社員が本人の意思により地方へ移住し、引き続き
業務をテレワークで実施する場合について対象化

４．専門人材マッチング事業の活用
プロフェッショナル人材事業等を活用し、地域企業へ就業する場
合について対象化

５．関係人口の市町村特認
移住希望者が、事前に移住希望先の地域や地域の人々と関わり

を有し（関係人口）、移住先の市町村が個別に強いつながりがあ
ると認める場合には、マッチングサイト掲載求人への就業に限ら
ず対象化

移住元の主な要件

以下の期間東京23区に在住又は通勤の者が対象
●直近10年間で通算５年以上、東京23区に在住または
通勤していること
ただし、直近１年以上は、東京23区に在住または
通勤していることが必要

本事業の対象となる以下の主な企業要件を満たし、都道府県の
マッチングサイトへ掲載された求人へ就業した場合
■官公庁等でないこと
■資本金10億円以上の営利法人でないこと
（概ね50億円までの法人で市町村長の推薦で知事の認める場合には対象）
■雇用保険の適用事業主であること など

令和３年度予算
概算決定

移住先の主な要件（以下のいずれか）

１．都道府県のマッチングサイト掲載企業への就業

拡
充
内
容
（
（
従
前
要
件
に
対
象
を
追
加
）

従
前
要
件

２．地方創生起業支援事業の対象
都道府県の募集する地方創生起業支援事業に採択された場合

１．東京23区に在住又は通勤の者

＜通学期間の対象化＞
東京23区内の大学等へ通学し、23区内の企業

へ就職した者については、通学期間も本事業の移
住元としての対象期間に加算可能に
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